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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年５月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年９月１９日 ０４時２０分ごろ 

発生場所 和歌山県有田
あ り だ

市沖ノ島西北西方沖 

 下津沖ノ島灯台から真方位２８６°１.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°０７.３′ 東経１３５°０２.５′） 

事故の概要  引船第二十八山和
さ ん わ

丸は、単独で北進中、また、漁船金比羅
こ ん ぴ ら

丸は、え
．

い
．
網しながら南南西進中、両船が衝突した。 

 金比羅丸は、船長が負傷し、左舷船尾部外板に亀裂を生じ、また、

第二十八山和丸は、左舷船首側のロープ吊上げ用アームに曲損を生じ

た。 

事故調査の経過  平成３０年１０月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 第二十八山和丸、９９トン 

   １３１７０７、山和船舶海運有限会社 

   ２８.００ｍ×７.５０ｍ×３.２０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成３年４月１４日 

Ｂ 漁船 金比羅丸、１３.４４トン 

   ＷＫ２－３１０２（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.８６ｍ（Lr）×３.７９ｍ×１.０９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数３０、昭和５４年４月５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６９歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成３年１２月２０日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２８年８月２４日 

    免状有効期間満了日 令和３年１２月１９日 

  航海士Ａ 男性 ５０歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成３年８月２８日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２８年６月１３日 

    免状有効期間満了日 令和３年８月２７日 
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Ｂ 船長Ｂ 男性 ６４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５５年２月２８日 

    免許証交付日 平成３０年１月２２日 

           （令和５年３月２１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首側のロープ吊上げ用アームに曲損 

Ｂ 左舷船尾部外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、平成３０年９月

１８日１１時００分ごろ阪神港大阪区に向けて愛知県衣浦
きぬうら

港を単独で

出港した。 

 Ａ船は、航海士Ａが、１９日０３時５０分ごろ、和歌山県美浜町日

ノ御埼北方沖において、前直の航海士から船橋当直を引き継ぎ、航海

灯を表示して約１０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で

自動操舵により北進を続けた。 

 航海士Ａは、０４時１０分ごろ右舷船首方にＢ船の灯火がぼんやり

と見え、やがてＢ船の紅灯及び白灯を認めるとともに、レーダーでＢ

船の映像がＡ船の正船首方寄りに移動しているように見えたので、Ｂ

船がＡ船の船首方を通過していくと思い、考え事をしながら同じ針路

及び速力で航行を続けた。 

 航海士Ａは、０４時２０分ごろ、沖ノ島西北西方沖を北進中、軽い

衝撃を感じるとともに、左舷方至近にＢ船を認めた。 

 航海士Ａは、Ｂ船が航行を続けているように見えたので、えい
．．

網中

のＢ船のワイヤ等に接触したかもしれないと思い、舵の損傷状況を確

認しようと主機を微速力前進とし、手動操舵に切り替えて舵の操作を

行ったものの、異常を感じなかったので、航行を再開した。 

 航海士Ａは、加太
か だ

瀬戸を航行中に海上保安庁からＶＨＦ無線電話で

問合せを受け、０７時３０分ごろ和歌山県和歌山下津港下津区に錨泊

し、Ａ船に損傷が生じていることを認めた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、底びき網漁を行う目的で、０３

時００分ごろ有田市の係留地を出発した。 

 船長Ｂは、０３時５０分ごろ沖ノ島北西方沖において底びき網漁を

開始し、両舷灯、回転灯及び作業灯を表示して約２kn の速力で手動

操舵によりえい
．．

網しながら南南西進していたところ、左舷船首方にＡ

船の緑灯及び白灯を認めた。 

 船長Ｂは、ふだんから沖ノ島西方沖を通過して和歌山下津港に向け

て右転する船舶をよく見掛けていたので、いずれＡ船が右転すると思
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い、同じ針路及び速力でえい
．．

網を続けた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、左舷船首方至近に迫ったＡ船に衝突の危険を感

じ、右舵を取ったものの、Ａ船と衝突した。 

 船長Ｂは、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

 Ｂ船は、僚船に横抱きされて有田市箕島
みのしま

漁港に入港した。 

 船長Ｂは、入港後、自動車で病院に向かい、頸
けい

椎捻挫と診断され

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  航海士Ａは、Ｂ船がＡ船の船首方を通過していくと思っていたの

で、気が緩んで考え事をしてしまったと本事故後に思った。 

 船長Ｂは、Ｂ船の汽笛が故障していて使用できなかったので、早め

に転舵していればよかったと本事故後に思った。 

 Ｂ船は、本事故当時、法定灯火である、緑色全周灯、白色全周灯及

び船尾灯を表示していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、沖ノ島西北西方沖を北進中、航海士Ａが、Ｂ船がＡ船の船

首方を通過していくと思い、考え事をしながら航行を続けたことか

ら、接近するＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、沖ノ島西北西方沖をえい
．．

網しながら南南西進中、船長Ｂ

が、いずれＡ船が和歌山下津港に向けて右転すると思い、至近に接近

するまで同じ針路及び速力でえい
．．

網を続けたことから、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

 船長Ｂは、汽笛が故障していたことから使用できなかったものと考

えられる。 

原因  本事故は、夜間、沖ノ島西北西方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船

がえい
．．

網しながら南南西進中、航海士Ａが、Ｂ船がＡ船の船首方を通

過していくと思い、考え事をしながら航行を続け、また、船長Ｂが、

いずれＡ船が和歌山下津港に向けて右転すると思い、至近に接近する

まで同じ針路及び速力でえい
．．

網を続けたため、両船が衝突したものと

考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、操船に集中し、継続して他の船舶の動向を確認するな

どして常時適切な周囲の見張りを行うこと。 

 ・他船の動静を思い込みで判断することなく、余裕のある時機に衝

突を避けるための措置を採ること。 

 ・故障した機器類は、早めに修理又は交換すること。 
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 ・法定の灯火を表示すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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（平成３０年９月１９日 

 ０４時２０分ごろ発生） 
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